
令 和 元 年 1 0 月 2 4 日 発 行
長 崎 県 警 察 本 部
生 活 安 全 企 画 課
℡ 0 9 5 - 8 2 0 - 0 1 1 0

県内において
｢銀行員を名乗る者から不審な電話があった。｣

という相談が寄せられました。

銀行員を名乗る者から電話で
○○銀行です。・
当銀行の合併に伴い、手続が必要となります。・
あなたが使用している口座の番号を教えてください。・

と言われたものです。

これは、県内に所在する銀行の合併に便乗した詐欺の電
話です。
銀行員が電話で口座番号や暗証番号などを尋ねることは

ありません。

電話の相手から
これまで使用していたキャッシュカードは使えなくなります。・
今から銀行員が、キャッシュカードの交換に伺います。・

などと言われた後、キャッシュカードをだまし取られ、現金を
引き出される可能性があります。

銀行員がキャッシュカードを預かることは
ありません。

第51号

不審な電話が架かってきたら
・最寄りの警察署、交番又は駐在所
・警察相談電話 ＃９１１０

に相談してください。

相 談 窓 口

その後の可能性

不審電話の内容


